
広報 

　

❷
所
得
割
額

　

所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
所
得

が
58
万
円
（
年
金
収
入
の
み
の
場

合
は
２
１
１
万
円
）
以
下
の
人
は

所
得
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

　

制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
被
用

者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は

所
得
割
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割

額
が
本
来
５
割
軽
減
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
軽
減
措
置
に
よ
り
９
割
軽
減

さ
れ
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
被
保

険
者
証
を
医
療
機
関
等
の
窓
口
で

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
の

納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
有
効
期

限
が
短
い
被
保
険
者
証
（
短
期
被

保
険
者
証
）
を
送
付
す
る
こ
と
が

お知らせ
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看板に偽りなし！
自動車のプロフェッショナルの証 

　
全
国
市
区
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
表
彰

▲木下弘彦さん

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

保
険
料
額
（
❶
と
❷
の
合
計
）

❶
均
等
割
額
４
万
６
０
０
３
円

❷
所
得
割
額（
平
成
23
年
１
月

〜
12
月
の
総

※

所
得
金
額
等
―

33
万
円
）×
９
・
14
％

※
総
所
得
金
額
等
…
収
入
額
か
ら
控
除

額（
公
的
年
金
等
控
除
額
、給
与
所

得
控
除
額
、必
要
経
費
）を
引
い
た
金

額
。所
得
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、

扶
養
控
除
等
）は
含
み
ま
せ
ん

保
険
料
の
納
付
方
法

❶
年
金
か
ら
（
特
別
徴
収
）

　

10
月
か
ら
開
始
と
な
る
人
は

３
回
分
（
７
〜
９
月
）
は
口
座

振
替
か
納
付
書
で
の
納
付
と
な

り
ま
す
。

❷
口
座
振
替
・
納
付
書（
普
通
徴
収
）

　

７
月
〜
翌
年
３
月
ま
で
毎
月

納
付
い
た
だ
き
ま
す
。
年
金

受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の

人
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
計

額
が
年
金
受
給
額
の
１
／
２
を

超
え
る
人
、
今
年
度
中
に
75
歳

に
な
る
人
、
保
険
料
納
付
方
法

変
更
申
出
書
を
提
出
し
て
い
る

人
が
対
象
で
す
。

所
得
の
低
い
人
の
軽
減

❶
均
等
割
額

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が
次の基準以下の世帯

軽減割合
（年額）

基礎控除額
33万円

被保険者全員の各所得が
０円 ※年金収入80万円以下

９割
（4,600円）

上記以外 8.5割（注１）
（6,900円）

基礎控除額33万円＋24.5万円×被保険
者の数 ※被保険者である世帯主を除く

５割
（23,001円）

基礎控除額33万円＋35万円×被保険者の数 ２割
（36,802円）

（注１）本来は7割軽減ですが、軽減
措置で8.5割軽減となります。

▼23年中の総所得金額等が一定額以下の人

あ
り
ま
す
。
※
住
民
票
が
作
成

さ
れ
た
外
国
人
の
被
保
険
者
の
人

は
後
日
、
差
し
替
え
の
証
が
届
く

場
合
が
あ
り
ま
す

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証

　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
人
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
機
関

ご
と
に
１
か
月
間
に
支
払
う
自

己
負
担
額
が
、
区
分
に
応
じ
た

限
度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時

の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
減
額
認
定
証
を
お
持

ち
で
８
月
以
降
も
引
き
続
き
対

象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
下
旬

に
新
し
い
減
額
認
定
証
を
被
保

険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

減
額
認
定
証
の
申
請
を
し
て
い

な
い
人
は
、総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
相
談

　

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
人
に

は
、短
期
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。未
納
の

あ
る
人
は
速
や
か
に
納
付
す
る

か
、収
税
課（
☎
43
・
５
０
３
４
）で

納
付
相
談
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３　

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事

　

務
局
☎
０
７
８
・
３
２
６
・
２
０
２
１

　
24
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等

医療分
（０～74歳）

後期高齢者支援金等分
（０～74歳）

介護分
（40～64歳）

所得割
【課税所得金額＊×税率】

7.7％ 2.0％ 1.7％
（7.7％） （2.0％） （1.5％）

資産割
【固定資産税額×税率】

18.0％ 6.0％ 3.0％
（21.7％） （6.3％） （4.3％）

均等割
【１人あたり】

2万6,500円 7,400円 8,000円
（2万9,000円） （7,600円） （8,400円）

平等割
【１世帯あたり】

2万4,600円 6,600円 4,100円
（2万5,000円） （6,800円） （4,100円）

最高限度額 51万円 14万円 12万円
（51万円） （14万円） （12万円）

▼24年度の税率等＊
課
税
所
得
金
額
・・・
前
年
中
の

総
所
得
金
額（
収
入
か
ら
必
要

経
費
を
控
除
し
た
金
額
）か
ら

基
礎
控
除（
33
万
円
）を
差
し
引

い
た
金
額

（　）内は23年度分

　

24
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

率
等
が
決
ま
り
ま
し
た
。
最
高

限
度
額
は
前
年
度
と
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

　

前
年
合
計
所
得
金
額
が
一
定

基
準
以
下
の
場
合
、
そ
の
段
階

に
応
じ
て
均
等
割
と
平
等
割
が

７
割
、
５
割
ま
た
は
２
割
軽
減

さ
れ
ま
す
。

納
付
書
等
の
発
送
方
法
が

変
わ
り
ま
し
た

　

今
年
度
か
ら
納
付
書
等
を
２

期
時
に
３
期
以
降
の
分
も
ま
と

め
て
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
資
格
の
異
動
等
に
よ
り
途

中
で
税
額
が
変
更
に
な
る
場
合

は
、
変
更
期
以
降
の
納
付
書
等

を
改
め
て
送
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
納

付
す
る
世
帯

　

一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合

は
、
申
請
す
る
こ
と
で
年
金
か

ら
の
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
該
当
す
る
世
帯
主

に
は
、
７
月
中
旬
に
詳
し
い
内

容
を
通
知
し
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

コミュニティチャンネル放送プログラム（毎日）

午前６時～ お知らせ①※ごみの分別方法等

午前７時～ さんさんニュース
※市内で行われた出来事を放送しているニュース番組

午前８時～
いきいきライフ
※健康や医療、日常生活に必要な知識や教養を、
講座や講演を通して放送

午前９時～ さんさん企画番組
※市内で行われたイベント等を1時間枠で放送

午前10時～ お知らせ①※ごみの分別方法等

午前11時～ 市役所からのお知らせ※各担当課からの制度案内等

正午～ さんさんニュース

午後１時～ さんさん企画番組

午後２時～ いきいきライフ

午後３時～ 市役所お知らせ

午後４時～ お知らせ②※ふるさと音頭、お達者音頭等

午後５時～ 他局との交換番組

午後６時～ さんさん企画番組

午後７時～ さんさんニュース

午後８時～ いきいきライフ

午後９時～ さんさん企画番組

午後10時～ さんさんニュース

午後11時～ さんさんニュース※前週の再放送

深夜０時～ さんさんニュース

さんさんネットの番組案内
 さんさんネットの各番組は毎週金曜午後７時以降に更新します。
またニュースは毎週火曜と金曜の午後７時より更新します。

▲体育会や市議会放送等の長編番組は、土曜・日曜の午前８時、午

後１時～のさんさん特集拡大版として不定期で放送します。詳し

い番組の内容については、放送日の一週間前よりテレビのリモコ

ンで番組表ボタンを押すと確認・視聴予約ができます。今月の見ど

ころは淡路三原高校郷土部創部60周年記念式典、ビーチバレーin

南あわじ、南あわじそうめんまつりです

年齢 課税区分

40 歳未満 医療分
＋支援金等分

40歳以上
65歳未満

医療分
＋支援金等分
＋介護分

65歳以上 医療分
＋支援金等分

▼年齢別課税区分

　
バ
ス
車
内
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン （
７
月
）

　

走
行
中
の
移
動
は
大
変
危
険

で
す
。
ま
た
貸
切
、
高
速
バ
ス

等
利
用
者
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着

用
は
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
公
益
社
団
法
人
兵
庫
県
バ
ス
協
会

　

☎
０
７
８
・
３
９
１
・
０
５
４
３

　
７
月
９
日
以
降
の
転
出
手
続
き
に
つ
い
て

住
基
カ
ー
ド
の
持
参

　

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に

よ
り
７
月
９
日
以
降
に
市
外
へ

転
出
す
る
場
合
、
原
則
住
基

カ
ー
ド
の
継
続
利
用
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
現
在
、
有
効
な
住

基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
転
入
、
転
出
の
届
出
に
住

基
カ
ー
ド
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
窓
口
に
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。
転
出
前
ま
た
は
転
出
後

14
日
以
内
に
転
出
届
を
し
た
場

合
に
限
り
、
継
続
利
用
の
対
象

と
な
り
ま
す
。（
継
続
利
用
の

対
象
者
に
は
転
出
証
明
書
が
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
。
住
基
カ
ー
ド

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人
は

従
来
通
り
で
す
）

外
国
人
住
民
の
転
出

　

外
国
人
登
録
法
が
廃
止
さ
れ

住
民
基
本
台
帳
法
の
対
象
と
な

る
７
月
９
日
以
降
に
、
外
国
人

が
市
外
へ
転
出
す
る
場
合
は
、

日
本
人
と
同
様
に
転
出
地
の
市

役
所
で
転
出
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
転
入
地
で
転
入
届

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
課
☎
43
・
５
０
２
３

　

木
下
弘
彦
さ
ん
は
、
永
年
に

わ
た
る
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

と
し
て
の
功
績
が
た
た
え
ら
れ
、

全
国
市
区
選
挙
管
理
委
員
会
連

合
会
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た
。

問
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
43
・
５
０
０
４




